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転出・転入等の住所異動にかかる
延長窓口のお知らせ
（本庁のみ）
３月下旬から４月上旬にかけて、転出・転入等の手続が増加し、窓口が大変混み合います。
このため、本庁において平日の窓口業務を延長するとともに、特別窓口も開設しますので、
ぜひご利用ください。
· 実施期間
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· 取り扱う業務（住所異動に伴って必要となる諸手続）
住民異動届（転入・転出など）、印鑑登録、各種証明書の交付（住民票の写しなど）、
国保、医療、国民年金、保育所入退所、児童（扶養）手当、放課後児童クラブ入退会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎注意事項

　
【問い合わせ先（各課直通番号）】　総合窓口課 ２５－９４００
保険年金課 ２５－９４１０／子ども・子育て支援課 ２５－９３３０[image: image4.png]



平日延長窓口


3月30日(月)・3月31日(火)、


4月1日(水)・4月2日(木)


平日窓口延長時間　　　１７：１５～１９：００





地階入口から


お入りください





特別開設窓口


3月29日(日) ・ 4月4日(土)


窓口開設時間　　　  　８：３０～１２：３０














マイナンバー関係手続を受け付ける


窓口も併せて開設します。





・住所変更にはマイナンバーカード（住基カード）をお持ちの方は、ご持参ください。


・マイナンバーカード、住基カードを利用した届出（転入等）はなるべく平日時間内にお越し


ください。（転出元自治体のサーバーの状況により、後日あらためて来庁が必要になる場合


があります。）


・窓口に来られた方の本人確認を行いますので、下記のいずれかをご持参ください。


＊運転免許証、マイナンバー（個人番号）カードなど、公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書　⇒１点


＊健康保険証、医療受給者証、年金手帳など「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されたもの　⇒２点　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　・上記、本人確認書類のほか、印鑑、各種手帳、口座情報等が必要な場合があります。








